
インターネット出願の手順

出願前の確認事項
◆インターネット出願サイトは出願日の９時から出願締切日の１７時までです。
◆出願前に必ず入学試験要項をよく読んでください。

出願前の事前準備
◆パソコン（インターネット接続・PDF閲覧可）※スマホ・タブレット非対応
推奨ブラウザは以下のものになります。
・Internet Explorer１１．x（互換表示非推奨）
・Microsoft Edge（互換表示非推奨）
・Google Chrome最新バージョン
・Safari最新バージョン
Windows８．xのInternet Explorerをご利用の場合、デスクトップから起動してください。
Internet Explorerの互換表示モードはデザインが崩れる可能性があります。
※パソコンをお持ちでない場合、本学のパソコンを使用することもできます。詳細については事前に教学部
までお問い合わせください。

◆プリンター（Ａ４出力）
◆メールアドレス（パソコン用アドレス推奨）

以下の手順を全て行うことにより、出願完了となります。

STEP 1 必要書類の準備
調査書・顔写真など必要書類が揃っているか、確認してください。
※顔写真はデータ（JPG形式またはPNG形式）をご用意ください。

STEP 2 インターネット出願専用サイトへアクセス
本学ホームページより、専用サイトにアクセスしてください。
本学ホームページ http:／／www.kdu.ac.jp

STEP 3 出願内容の入力（出願日の9時～出願締切日の17時まで）
①画面に表示される手順や、留意事項を必ず確認してください。
②画面に従って、出願内容の選択・必要事項の入力を行ってください。
③入学検定料のお支払方法を選択してください。
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「クレジットカード支払」を選択の場合、使用カード会社の画面が開きますので、その案内
に従って手続きを進めてください。なお、取扱手数料はご負担ください。
「コンビニ支払」、「Pay-easy支払」を選択の場合、お支払に関する案内が表示されますので、
確認してください。
※選択・入力した内容や、お支払に関する情報（お客様番号等）は、必ず控えておいてください。
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STEP 4 出願情報の確認・登録完了（これで出願完了ではありません）
画面にて、選択・入力内容をよく確認し、間違いがなければ「出願登録完了」を選択してくだ
さい。
登録が完了すると、「インターネット出願番号」が表示されますので、必ず控えておいてくだ
さい。
（この番号は、「受験番号」ではありませんので、間違えないようご注意ください。）
※入学検定料の「クレジットカード支払」を選択している場合は、この時点でご請求が確定し
ます。

STEP 5 入学検定料のお支払（「クレジットカード支払」選択の場合は不要）
支払い方法をよくご確認の上、入学検定料をお支払ください。
※取扱手数料はご負担ください。
※STEP 3 で「クレジットカード支払」を選択の場合、STEP 4 の「出願登録完了」により
ご請求（カード決済）が確定します。

STEP 6 宛名ラベル・入学志願票の印刷
マイページにて、発送の際に必要な宛先ラベルや入学志願票・入学志願票（控え）が表示され
ますので、Ａ４用紙に印刷してください。
※入学検定料支払いが完了していない場合、印刷することはできません。

STEP 7 出願書類の郵送
STEP 6 で印刷した出願書類発送用宛名ラベルを、市販の角型２号封筒（タテ３３２mm×ヨコ
２４０mm）の表面に貼付し、出願書類（調査書等）を全て封入して、郵送（簡易書留速達）して
ください。
※本学で書類受領と共に、入学検定料お支払の確認が取れましたら、出願完了となります。
※出願書類は各試験区分のページをご確認ください。

STEP 8 オンライン受験票の印刷（出願締切日の翌々日午前0時～試験当日集合時間まで）
出願締切日の翌々日午前０時より、マイページから受験票がダウンロードできるようになりま
す。必ず印刷し、試験当日に持参してください。
※受験票は郵送されません。

【注意】・入学検定料のお支払前に出願内容の誤りに気付いた場合、入学検定料を納入せずに、再度STEP 3
出願内容の入力からお手続きをやり直してください。
・出願完了後、出願内容の登録変更は一切できませんので、入力する内容は十分確認してください。
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大学入学資格について

大学（短期大学を含む。大学院を除く。）の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。
（２０１９年１月時点）

１．高等学校又は中等教育学校を卒業した者（法第９０条第１項）
２．特別支援学校の高等部又は高等専門学校の３年次を修了した者（法第９０条第１項）
３．外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者（１２年未満の課程の場合は、さらに、指定さ
れた準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）又は研修施設（文部科学大臣指定研修施設一
覧）の課程を修了する必要がある。）（施行規則第１５０条第１号、昭和５６年文部省告示第１５３号第２号））
※「外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育におけ
る１２年目の課程を修了した者」という意味です。修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の
課程であるかはそれぞれの国の大使館等にお問い合わせください。

４．外国における、１２年の課程修了相当の学力認定試験に合格した１８歳以上の者（１２年未満の課程の場合は、
さらに、指定された準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）又は研修施設（文部科学大臣
指定研修施設一覧）の課程を修了する必要がある。）（昭和５６年文部省告示第１５３号第１号、第２号））
※合格した学力認定試験が１２年の課程修了相当の学力認定試験であるかどうかはそれぞれの国の大使館
等にお問い合わせください。

５．外国において、指定された１１年以上の課程を修了したとされるものであること等の要件を満たす高等学
校に対応する学校の課程（文部科学大臣指定 高等学校に対応する外国の学校の課程一覧）を修了した
者（昭和５６年文部省告示第１５３号第３号）

６．我が国において、外国の高等学校相当として指定した外国人学校（我が国において、高等学校相当とし
て指定した外国人学校一覧）を修了した者（１２年未満の課程の場合は、さらに、指定された準備教育課
程（文部科学大臣指定準備教育課程一覧）を修了する必要がある。）（昭和５６年文部省告示第１５３号第４
号、第５号）

７．高等学校と同等と認定された在外教育施設（文部科学大臣認定等在外教育施設（高等部を設置するもの）
一覧）の課程を修了した者（施行規則第１５０条第２号）

８．指定された専修学校の高等課程（文部科学大臣指定専修学校高等課程一覧）を修了した者（施行規則第
１５０条第３号）

９．旧制学校等を修了した者（昭和２３年文部省告示第４７号第１号～第１９の２号）
１０．外国の大学入学資格である国際バカロレア、アビトゥア、バカロレア、GCEAレベルを保有する者（昭

和２３年文部省告示第４７号第２０号～第２３号）
１１．国際的な評価団体（WASC、CIS、ACSI）の認定を受けた教育施設（国際的な評価団体認定外国人学

校について）の１２年の課程を修了した者（昭和２３年文部省告示第４７号第２４号）
※CISの旧名称であるECISの認定を受けた外国人学校の１２年の課程を修了したものについても入学資
格が認められます。

１２．高等学校卒業程度認定試験（旧大検）に合格した者（施行規則第１５０条第５号）
（なお、１８歳に達していないときは、１８歳に達した日の翌日から認定試験合格者となる。）

１３．大学において個別の入学資格審査により認めた１８歳以上の者（施行規則第１５０条第７号）

法 ：学校教育法
施行規則：学校教育法施行規則
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そ の 他

1）特待生制度
２年生以上の学生を対象に、１年間の学業成績が優秀（成績上位３位まで）で、模範になる生活態度
といった選考条件をもとに、次年度の授業料の半額を奨学金として支給する制度です。高校までの成
績は関係なく大学入学後の評価で決まります。

2）奨学金制度
経済的な理由で修学困難な学生に対して、様々な奨学金制度をご用意しています。返還の必要のない
「給付」や返還が義務付けられる「貸与」があります。選考基準・金額・利子の有無などは制度によっ
て異なります。その他詳細は、教学部（０４６―８２２―８８０５）までお問い合わせください。
（１）授業料減免制度

歯学部に在籍し、経済的理由により授業料の納入が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる
学生には授業料の３割を減免する制度が２０１４年度から施行されました。期間は１年ですが再度申
請して認定を受けることができれば、継続して学費減免を利用することが可能です。

（２）日本学生支援機構奨学金
人物・学業が優れ経済的理由のため修学が困難な学生に対し、日本学生支援機構奨学規程、奨学
生推薦基準により選考のうえ、日本学生支援機構奨学生として採用されます。
貸与奨学金▲

第一種奨学金（無利子貸与）
自宅通学／月額２０，０００円～５４，０００円 自宅外通学／月額２０，０００円～６４，０００円▲

第二種奨学金（有利子貸与）
２０，０００円～１２０，０００円の貸与月額から選択

3）学納金融資制度
本学入学者及び在学生に対して特別優遇金利による銀行・クレジット会社からの学納金融資制度があ
ります。融資制度を利用される方は、総務部財務課（０４６―８２２―８８０７）へお問い合わせください。
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ホテル名 電話番号 住 所 本学までの
所要時間 最寄駅

メルキュールホテル横須賀 ０４６―８２１―１１１１ 横須賀市本町３―２７ 徒歩１０分 京浜急行汐入駅前
JR横須賀駅から徒歩７分

ホテルニューヨコスカ ０４６―８２０―１１１１ 横須賀市本町１―１２ 徒歩５分 横須賀中央駅から徒歩５分
汐入駅から徒歩５分

セントラルホテル ０４６―８２７―１１１１ 横須賀市若松町２―８ 徒歩１０分 横須賀中央駅から徒歩１分

ホ テ ル 横 須 賀 ０４６―８２５―１１１１ 横須賀市米が浜通２―７ 徒歩１５分 横須賀中央駅から徒歩８分

ホテルハーバー横須賀 ０４６―８２２―０００１ 横須賀市汐入町２―７ 徒歩１０分 京浜急行汐入駅から徒歩１分
JR横須賀駅から徒歩６分

4）受験時宿泊について
本学周辺のホテルは下記のとおりです。

5）入学後の賃貸物件について
大学周辺のアパート・マンションを扱う不動産業者の紹介、大学敷地内の女子専用マンション形式
「マリーンハウス」の紹介を行っています。詳細は教学部（０４６―８２２―８８０５）へお問い合わせください。
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